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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリマーマトリックス、
ポリマーマトリックス中に配置され、励起時に光化学変化を受けることができる反応体（
１２２）、及び
ポリマーマトリックスに化学結合した非線形増感剤（１２０）であって、１種以上のサブ
フタロシアニン逆可飽和吸収体を含み、１以上の波長の放射への暴露時に反応体（１２２
）に屈折率変化を引き起こす非線形増感剤（１２０）
を含み、
１種以上のサブフタロシアニン逆可飽和吸収体が、ホウ素サブフタロシアニン３－ヨード
－５－グルタリルフェノキシド誘導体（Ｘ）、ホウ素サブフタロシアニン４－ブロモ－５
－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩ）、又は、ホウ素サブフタロシアニン２－ブロモ
－５－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩＩ）を含む、
組成物。
【請求項２】
１以上の波長の放射が約３８０～約４５０ｎｍの波長を含む、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
非線形増感剤（１２０）が１以上の波長の放射への暴露時に上位三重項エネルギー移動を
引き起こし、上位三重項エネルギー移動に応答して屈折率変化が起こる、請求項１または
２に記載の組成物。
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【請求項４】
非線形増感剤（１２０）がエネルギー移動閾値型色素を含む、請求項１乃至３のいずれか
に記載の組成物。
【請求項５】
非線形増感剤（１２０）が１以上の共有結合によってポリマーマトリックスに化学結合し
ている、請求項１乃至４のいずれかに記載の組成物。
【請求項６】
反応体（１２２）がスチルベン誘導体、シンナメート、シンナメート誘導体、シンナムア
ミド誘導体又はこれらの組合せを含む、請求項１乃至５のいずれかに記載の組成物。
【請求項７】
ポリマーマトリックスがポリビニル組成物を含む、請求項１乃至６のいずれかに記載の組
成物。
【請求項８】
反応体（１２２）がポリマーマトリックスに化学結合している、請求項１乃至７のいずれ
かに記載の組成物。
【請求項９】
ポリマーマトリックス、
励起時に光化学変化を受けることで屈折率変化を引き起こすことができる反応体（１２２
）、及び
反応体（１２２）が１以上の波長の放射に暴露された場合に反応体（１２２）の励起を引
き起こすことができる非線形増感剤（１２０）であって、１種以上のサブフタロシアニン
逆可飽和吸収体を含み、ポリマーマトリックスに化学結合している非線形増感剤（１２０
）
を含み、
１種以上のサブフタロシアニン逆可飽和吸収体が、ホウ素サブフタロシアニン３－ヨード
－５－グルタリルフェノキシド誘導体（Ｘ）、ホウ素サブフタロシアニン４－ブロモ－５
－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩ）、又は、ホウ素サブフタロシアニン２－ブロモ
－５－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩＩ）を含む、
光データ記憶媒体（１４０）。
【請求項１０】
請求項１乃至８のいずれかに記載の組成物を含む、光データ記憶媒体（１４０）。
【請求項１１】
光データ記憶媒体（１４０）がマイクロホログラフィックデータを記憶できる、請求項９
または１０に記載の光データ記憶媒体（１４０）。
【請求項１２】
ポリマーマトリックスが、１種以上のポリ（アルキルメタクリレート）、ポリ（アルキル
アクリレート）、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリ（塩化ビニ
リデン）、ポリ（酢酸ビニル）又はこれらの組合せを含む、請求項９乃至１１のいずれか
に記載の光データ記憶媒体（１４０）。
【請求項１３】
非線形増感剤（１２０）がポリマーマトリックス中で３ｗｔ％を超える添加量レベルで誘
導体化されている、請求項９乃至１２のいずれかに記載の光データ記憶媒体（１４０）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、組成物及び光データ記憶媒体並びに光データ記憶媒体の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に述べると、逆可飽和吸収体（ＲＳＡ）は、所定の波長で極めて小さい線形吸収



(3) JP 5759308 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

を有していて、この波長の光をほとんどすべて透過する化合物である。しかし、これら所
定の波長で高強度のレーザーパワーに暴露されると、低レベルの線形吸収は、分子が高い
吸収断面積を有して同じ波長で高吸収性を示す状態に変わり、その分子は以後の光子を強
く吸収するようになり得る。例えば、多くのＲＳＡは、５３２ｎｍの波長を有する入射化
学線で照射された場合に光励起を受ける。この波長は可視スペクトルの緑色部分にあるの
で、これらのＲＳＡは通例「緑色」ＲＳＡといわれることがある。
【０００３】
　最近、ある種のＲＳＡはデータ記憶システムの分野で有用であることが判明した。デー
タの読出し又は書込みが例えばディスクに光を照射することで達成される光データ記憶は
、他の手段（例えば、磁気媒体を読み出すための磁気感受性ヘッド又はビニル樹脂に記録
された媒体を読み出すための針）によって読み出さなければならない媒体に記録されたデ
ータに比べて利点がある。また、ビニル樹脂媒体に記憶できるデータより多くのデータを
小さい媒体に光学的に記憶することができる。さらに、データを読み出すために接触が不
要であるので、光媒体はビニル樹脂媒体のように繰り返して使用する間に劣化を生じる恐
れが少ない。
【０００４】
　光データ記憶媒体はまた、磁気記憶媒体に比べても複数の利点がある。例えば、磁気デ
ィスクドライブと異なり、光データ記憶媒体は、データの保管及びバックアップ、非接続
システム間でのコンテンツの共有、並びに事前記録コンテンツの配布のために容易に適す
るリムーバブル媒体として最も普通に提供されている。リムーバブル磁気媒体（例えば、
磁気テープ）も利用可能であるが、かかる媒体上に記憶された情報の寿命は通例１０～１
２年に限定され、媒体は一般にやや高価であり、データアクセスは遅い。それとは対照的
に、光データ記憶媒体は、リムーバブル記録型媒体及び／又は事前記録媒体の融通性、速
いデータアクセス時間、並びに消費者のコンピューター及びエンタテインメントシステム
にとって十分に手ごろな媒体及びドライブの確実で安価な製造を可能にすることができる
。
【０００５】
　それでもなお、従来の光データ記憶媒体には制限がある。第一に、光媒体の記憶密度は
記録ビットの最小サイズに関する物理的制約によって制限される。光記憶の別の制限は、
データが通常、表面上に位置するか或いは媒体内部にサンドイッチされた１つ又は２つの
分離した層に記憶されることである。情報を深さ方向に記録すれば記憶容量を増加させる
ことができるが、それを行うための方法（即ち、漂白及び光反応）は読出し可能なマーク
を生み出すために大量の光パワーを必要とする。その結果、これら従来の３Ｄ記録方法を
用いる記録の速度は遅い。さらに、これらの方法で使用される媒体は光エネルギーに対し
て線形応答を示すのが通例であり、その結果として、データを記録した後に媒体の感光性
を除去して意図されない消去、データ喪失などを排除するために何らかの機構を必要とす
ることがある。
【０００６】
　ホログラフィック記憶は、データをホログラムとして表す光データ記憶である。ホログ
ラムは、２つの光ビームの交わりによって感光性媒体内に生じる三次元干渉パターン像で
ある
さらに詳しくは、参照ビームとデジタルコード化されたデータを含む信号ビームとを重ね
合わせることで、媒体の体積内で３Ｄ干渉パターンが形成され、これが感光性媒体の屈折
率を変化または変調させる化学反応を引き起こす。このような変調が、信号からの強度及
び位相情報の両方をホログラムとして記録する。ホログラムは後に、記憶媒体を参照ビー
ムのみに暴露することで再生することができる。この参照ビームは、記憶されたホログラ
フィックデータと相互作用し、ホログラフィック画像を記憶するのに使用した初期信号ビ
ームに比例した再構成信号ビームを生成する。
【０００７】
　ホログラフィック記憶に関する初期の試みは、ページ単位アプローチに頼っていた。即
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ち、この場合、デジタル情報のビットは、ホログラムを記録した必然的に線形の媒体の「
スライス」を横切る論理０及び論理１の二次元配列として体積ホログラムにコード化され
る。媒体の比較的大きい体積を使用するので、ページ単位アプローチを使用するために必
要な記録及び読出し装置は複雑で高価なものとなることがあり、また媒体内部での読出し
又は書込みは温度変動及び振動並びに書込み又は読出し波長又は強度の小さな変動に対し
て非常に敏感である。
【０００８】
　これらの欠点の結果として、ホログラフィックデータ記憶に関する最近の研究はビット
単位アプローチに集中している。この場合、情報の各ビット（又は数ビット）を媒体内部
の微視的体積に局在化されたホログラムによって表すことで、読出し光を反射する領域が
生み出される。かかる局在化体積ホログラフィックマイクロ反射体は、媒体の全体積にわ
たって複数のデータ層に配列することができる。このような配列状態では、層のデータの
読出し及び記録が隣接層を記録／読出し放射に暴露することを避けられない。したがって
、単一ビット用途では線形材料がホログラフィックデータ記憶のために役立つことが示さ
れているものの、書込み及び読出し段階で他のデータ層に影響を及ぼすことなしに多くの
データ層を支持できる媒体が得られればさらに有利であろう。
【０００９】
　ビット単位データ記憶アプローチに対処し得る材料が強く求められている。これは、か
かる材料に対する読出し及び書込みのために使用する装置が現在商業的に入手可能である
か、或いは商業的に容易に入手できる読出し及び書込み装置に修正を施すことで容易に得
られるからである。さらに、ビット単位アプローチによるホログラフィックデータ記憶は
、ページ単位アプローチを用いて記憶されたホログラフィックデータに比べ、温度、波長
、強度変動及び振動に対してよく耐える。ホログラム、特にマイクロホログラムの記録に
際して最適に有用であるためには、ビット単位データ記憶材料は通例は非線形であり、さ
らに通例は記録光に応答して少なくとも約０．００５～約０．０５の屈折率変化（Δｎ）
を示す。結局、記録光によって材料に生じる屈折率変調の大きさが所定のシステム構成に
関する回折効率を規定し、これが信号／ノイズ比、ビット誤り率及び達成可能なデータ密
度に変換される。
【００１０】
　このように、記録光強度に対して非線形（又は「閾値型」）応答を示すことができ、ビ
ット単位ホログラフィックデータ記憶のために適した光データ記憶媒体に対するニーズが
今なお存在している。特に、媒体に記憶されるホログラムの深さが限定される結果として
容量の増加が実現できれば有利であろう。さらに、かかるデータ記憶媒体には、周囲の媒
体の屈折率が大きく変化せずかつ様々な深さにおけるホログラム効率の実質的な低下が見
られないようにして書込みを行うことが望ましいであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第７９２８１５５号明細書
【発明の概要】
【００１２】
　一態様では、組成物が提供される。かかる組成物は、ポリマーマトリックスと、ポリマ
ーマトリックス中に配置され、励起時に光化学変化を受けることができる反応体とを含ん
でいる。かかる組成物はまた、ポリマーマトリックスに化学結合した非線形増感剤を含ん
でいる。非線形増感剤は、１以上の波長の放射への暴露時に反応体に屈折率変化を引き起
こす。
【００１３】
　さらに別の実施形態では、光データ記憶媒体が提供される。かかる媒体は、ポリマーマ
トリックスと、励起時に光化学変化を受けることで屈折率変化を引き起こすことができる
反応体とを含んでいる。かかる媒体はまた、反応体が１以上の波長の放射に暴露された場
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合に反応体の励起を引き起こすことができる非線形増感剤を含んでいる。非線形増感剤は
ポリマーマトリックスに化学結合している。
【００１４】
　追加の実施形態では、光データ記憶媒体が提供される。かかる媒体は、相異なる横方向
位置及び深さに形成された複数のマイクロホログラムを有するポリマーマトリックスを含
んでいる。かかる媒体はた、ポリマーマトリックス中のポリマーに化学結合されたエネル
ギー移動色素を含んでいる。
【００１５】
　本発明の上記その他の特徴、態様及び利点は、添付の図面を参照しながら以下の詳細な
説明を読んだ場合に一層よく理解されよう。添付の図面では、図面全体を通じて類似の部
分は同一の符号で表されている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、逆可飽和吸収を示す増感剤に関する上位三重項Ｔn励起状態の吸収及び
結果として生じるエネルギー移動を示す模式的エネルギー準位図である。
【図２】図２は、化学線に対する線形増感剤の応答を示すグラフである。
【図３】図３は、化学線に対する閾値型増感剤の応答を示すグラフである。
【図４】図４は光データ記憶媒体の断面図であって、媒体が線形増感剤を含む場合におけ
る化学線の影響領域及び媒体が閾値型増感剤を含む場合における化学線の影響領域を示し
ている。
【図５】図５は、本開示の態様に係るドープト色素実施形態及び付加色素実施形態に関し
、回折効率をレーザー強度の関数として示すグラフである。
【図６】図６は、本開示の態様に係るドープト色素実施形態及び付加色素実施形態に関し
、感度をレーザー強度の関数として示すグラフである。
【図７】図７は、本開示の態様に従って好適な色素を製造する際に起こり得る化学反応を
示している。
【図８】図８は、本開示の態様に従ってフェノキシサブフタロシアニンを製造する際に起
こり得る化学反応を示している。
【図９】図９は、本開示の態様に従ってフェノキシ化合物を製造する際に起こり得る化学
反応を示している。
【図１０】図１０は、本開示の態様に従って起こり得る化学反応を示している。
【図１１】図１１は、本開示の態様に従って色素の酸塩化物誘導体を製造する際に起こり
得る化学反応を示している。
【図１２】図１２は、光データ記憶媒体の一実施形態に記録されたマイクロホログラムの
アレイの反射率を示すグラフである。
【図１３】図１３は、６０Ｊ／ｃｍ2の固定記録フルエンスに関し、光データ記憶媒体の
一実施形態の回折効率を強度の関数として示すグラフである。
【図１４】図１４は、本開示の態様に従ってポリビニルシンナメートを製造する際に起こ
り得る化学反応を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　特記しない限り、本明細書で用いる技術的及び科学的用語は、ここに開示される主題に
関して当業者が通常理解するものと同じ意味を有する。本明細書で用いる「第１」、「第
２」などの用語はいかなる順序、数量又は重要度も表すわけではなく、むしろある構成要
素を別の構成要素から区別するために使用される。また、冠詞“ａ”及び“ａｎ”は数量
の限定を意味するわけではなく、むしろ記載されたものの１以上が存在することを意味す
る。特記しない限り、「前部」、「後部」、「下部」及び／又は「上部」という用語は記
載の便宜のために使用されるものにすぎず、いかなる１つの位置又は空間的配置にも限定
されない。範囲が開示される場合、同一の成分又は性質に関するすべての範囲の端点は包
含されかつ独立に結合可能である（例えば、「約２５ｗｔ％以下、さらに詳しくは約５～
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約２０ｗｔ％」という範囲は端点を含むと共に、「約５～約２５ｗｔ％」などの範囲内の
すべての中間値を含む）。数量に関連して使用される「約」という修飾語は記載された値
を含むと共に、前後関係から指示される意味を有する（例えば、特定の数量の測定に関連
する誤差の程度を含む）。
【００１８】
　本明細書で用いる「回折効率」とは、ホログラムによって反射されるビームパワーの割
合をホログラムの位置で入射プローブビームパワーに対して測定した値を意味する一方、
「量子効率」とは、吸収された光子が屈折率変化を生み出す化学変化をもたらす確率を意
味する。「フルエンス」とは、ビーム横断面の単位面積を横切った光ビームエネルギーの
量（例えば、ジュール／ｃｍ2単位で測定した値）を意味する一方、「強度」とは光放射
束密度、例えば単位時間にビーム横断面の単位面積を横切るエネルギーの量（例えば、ワ
ット／ｃｍ2単位で測定した値）を意味する。
【００１９】
　本開示は、反応体及び非線形増感剤を含む組成物に関する。ある種の実施形態では、か
かる組成物は、三重項励起（Ｔn；ｎ＞１）時に変化を受けることができる反応体、及び
１種以上のサブフタロシアニン（サブＰＣ）逆可飽和吸収体（ＲＳＡ）のような非線形増
感剤を含んでいる。非線形増感剤は、入射化学線を（例えば、１以上の光子の形態で）吸
収し、次いでエネルギーを反応体分子に移動して反応体から生成物への分子転位を誘起す
ることができる。一実施形態では、光データ記憶媒体（例えば、ディスクの形態で提供さ
れる媒体）で使用される非線形増感剤は、非常に短い寿命（ナノ秒乃至数マイクロ秒）を
有する上位三重項状態（Ｔn、ただしｎ＞１）から反応体にエネルギーを移動することが
できる。
【００２０】
　若干の実施形態では、本発明の非線形増感剤は２つの光子を通例は逐次に吸収し得る。
また、本明細書に記載される増感剤は、吸収したエネルギーを反応体に移動した後に元の
状態に戻り、この過程を何度も繰り返すことができる。かくして、エネルギーを吸収して
それを１種以上の反応体に放出する能力は時間の経過に伴って低下することがあるものの
、増感剤は時間が経過しても実質的に消費されない。これは感光性材料として従来知られ
ている材料とは対照的である。かかる材料は、エネルギー（通例は単一の光子）を吸収で
きるが、それを他の分子に移動することはしないで、新しい構造への転換を受けるか、或
いは別の分子と反応してその過程で新しい化合物を生成する。
【００２１】
　一実施形態では、非線形増感剤は逆可飽和吸収（ＲＳＡ）を示すサブフタロシアニン類
を含む。放射を使用するレーザー）と共に使用するのに一層よく適した吸収スペクトル及
び非線形光学応答を示すのが通例である。しかし、本実施形態では、本明細書で論議され
るサブフタロシアニンＲＳＡの一部は、５３２ｎｍに比べて４０５ｎｍでの吸収に対して
実質的な透明度を有するので、「青色」レーザー（即ち、約４０５ｎｍの波長をもった放
射を使用するレーザー）との使用に適している。
【００２２】
　一実施形態では、サブフタロシアニンＲＳＡは、約３８０～約４５０ｎｍ（例えば、約
４０５ｎｍ）の波長の入射化学線によるサブフタロシアニンＲＳＡの光励起時に上位三重
項（Ｔ2）状態に入り、この上位励起三重項状態（Ｔn）から隣接する反応体にエネルギー
を移動することができる。サブフタロシアニンは、中心金属としてのホウ素原子及び軸配
位子をもった円錐状構造を有する１４－π電子芳香族分子である。
【００２３】
　組成物で使用される非線形増感剤の量は、入射化学線の波長におけるそれの光学密度に
依存し得る。増感剤の溶解度もまた１つの因子であり得る。一般的に述べると、増感剤は
組成物の総重量を基準にして約０．００２～約５重量％の量で使用できる。
【００２４】
　本発明の組成物に使用される反応体は、三重項励起時に変化を受けることができる。図
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１を参照すれば、本発明の光データ記憶媒体に使用される反応体１２２は、矢印１１６で
示される増感剤１２０のＴ2状態の三重項エネルギーより低いが、矢印１１４で示される
増感剤１２０のＴ1状態の三重項エネルギーより高い、矢印３０７で示される三重項エネ
ルギーを有している。反応体１２２はまた、増感剤１２０の上位三重項状態（Ｔ2又はそ
れ以上）からのエネルギーを受け取り、変化を受けて生成物１２４を生じることもできる
。
【００２５】
　本明細書で用いる「変化」という用語は、反応体の任意の間接的な光化学反応（例えば
、光二量体化又は異性化）を含むものとする。光二量体化は、電子励起された不飽和分子
が構造的に類似及び／又は同一の化学種の非励起分子との付加を受けること（例えば、２
つのオレフィンが化合してシクロブタン環構造を形成すること）を含む二分子光化学プロ
セスである。この反応で生じる共有結合は、一般に光生成物として分類できる新しい成分
を生み出す。「間接的」という用語が光二量体化或いは光化学反応又は光反応のような用
語と共に使用される場合、反応体は光子の吸収から直接にエネルギーを受け取るのではな
く、別の分子（例えば、増感剤又は媒介物）が最初に光子を吸収し、次いでそのエネルギ
ーの一部を反応体に移動した後に反応体が二量体化を受けることを意味する。
【００２６】
　記載される組成物の若干の実施形態で使用するのに適した反応体の例には、特に限定さ
れないが、（ｉ）反応体から生成物への移行に際して要求される体積変化が少なくなるよ
うにして二量体化を受けることができるもの、例えば反応体の直接光励起ではなく、光励
起された増感剤から反応体への間接的な「非放射エネルギー移動」（本発明の場合には三
重項－三重項エネルギー移動）経路によって二量体化プロセスを受ける反応体、（ｉｉ）
非線形増感剤が二光子プロセスからエネルギーを受け取ってそのエネルギーを第１の反応
体に送達し、次いで第１の反応体が第２の反応体と縮合して生成物を生じるもの、（ｉｉ
ｉ）ポリマー主鎖上で誘導体化された場合、材料の利用可能な容量に対応する非常に大き
い屈折率変化を与えることができるもの（例えば、反応体の＞８５％が生成物に転化され
れば、約０．０８以上のΔｎmaxが達成できるもの）、並びに（ｉｖ）ポリマー主鎖上で
誘導体化された場合、分子間及び分子内縮合反応の両方を受けることでそれの消費を促進
し、増感光反応の高い量子効率の結果として１０Ｊ／ｃｍ2未満の入射フルエンスで所望
の屈折率変化（Δｎ）を与えることができ、ひいては例えば組成物を組み込んだデータ記
憶媒体に高い回折効率及び短い記録時間も与えることができるものがある。
【００２７】
　当業者には理解される通り、ホログラフィックデータ記憶は、ホログラムの個々の干渉
縞に関し、周囲の材料に比べて０．００５～０．０５程度の屈折率変化（Δｎ）を生み出
し得ることに基づいている。しかし、個々の干渉縞の屈折率を測定することは可能でない
。屈折率（ＲＩ）の測定は、スピンコート試料を偏光解析装置として知られる計器と共に
使用しながらバルク材料に関して行うことができる。かくして、まず最初に、これらの用
途で使用される反応性材料を試験することで材料が利用し得る正味のΔｎを決定した。こ
れは、未反応試料のＲＩを測定し、次いで８５％を超える材料を反応形態に転化し、ＲＩ
を再測定してΔｎを決定することで行った。ホログラフィックデータ記憶におけるホログ
ラムについての重要な特徴は、１ビットの情報を表すのに十分な量の光を反射（回折）し
て検出器に戻すことである。これは、材料の回折効率を測定することで判定できる。実験
的には、比較的小さい開口数（ＮＡ）のレンズを用いて比較的大きいホログラムを書き込
むことで、比較的高い回折効率を記録するのが最も容易である。例えば、カップルドウェ
ーブ理論の予測結果に基づけば、所定の大きさの屈折率変調に関しては、ＤＥはホログラ
ム深さの二乗にほぼ比例する。ホログラム深さはＮＡ2にほぼ反比例し、これはＤＥの総
合依存性を約１／ＮＡ4にする。かくして、ＤＥはとりわけ反応性材料の応答、使用する
レンズのＮＡ、及びホログラムを記録するために使用するフルエンスの関数となる。これ
らのパラメーターはホログラフィックデータ記憶に取り組む実験者によって異なることが
多いので、これらの測定値を近似Δｎと互いに関係づけることが材料／システムの好適な
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比較方法であるかもしれない。
【００２８】
　増感剤のＴ1状態とＴ2状態との間の三重項エネルギー状態を有する任意の反応体が使用
でき、したがって適当な反応体の選択は所望の増感剤の選択に依存し得る。好適な反応体
には、特に限定されないがスチルベン類がある。本明細書に開示される光記憶媒体（光記
憶ディスク）で有用であると予想されるスチルベン類の具体例には、特に限定されないが
、トランス－スチルベン、メタ－（又は）パラ－ハロゲン（Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ又はＩ）置換
スチルベン、メタ－（又は）パラ－トランス－メチルスチルベン、トランス－［メタ－（
又は）パラ－］ニトロスチルベン、トランス－［メタ－（又は）パラ－］シアノスチルベ
ン、トランス－［メタ－（又は）パラ－］メトキシスチルベン、トランス－［３，３’］
又は［４，４’］又は［２，４］又は［３，４］－ジメトキシ、ジフルオロ、ジブロモ、
ジクロロ、ジヨード置換トランス－スチルベン、トランス－２，４，６－トリメチルスチ
ルベン、トランス－２，２’，４，４’，６，６’－ヘキサメチルスチルベン或いはこれ
らの組合せがある。
【００２９】
　さらに詳しくは、好適な反応体には、（Ｅ）－１－メトキシ－４－スチリルベンゼン、
（Ｅ）－１－フルオロ－４－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－クロロ－４－スチリルベン
ゼン、（Ｅ）－１－ブロモ－４－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－４－スチリル
ベンゼン、（Ｅ）－１－メトキシ－３－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－フルオロ－３－
スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－クロロ－３－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－ブロモ－
３－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－３－スチリルベンゼン、（Ｅ）－１－シア
ノ－４－スチリルベンゼン又はこれらの組合せがある。
【００３０】
　さらに他の好適な反応体には、（Ｅ）－１，２－ビス（４－メトキシフェニル）エテン
、（Ｅ）－１，２－ビス（４－フルオロフェニル）エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（４－
クロロフェニル）エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（４－ブロモフェニル）エテン、（Ｅ）
－１，２－ビス（４－ヨードフェニル）エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（３－メトキシフ
ェニル）エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（３－フルオロフェニル）エテン、（Ｅ）－１，
２－ビス（３－クロロフェニル）エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（３－ブロモフェニル）
エテン、（Ｅ）－１，２－ビス（３－ヨードフェニル）エテン又はこれらの組合せがある
。
【００３１】
　さらに他の好適な反応体には、（Ｅ）－１－メトキシ－２－（４－メトキシスチリル）
ベンゼン、（Ｅ）－１－フルオロ－２－（４－フルオロスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１
－クロロ－２－（４－クロロスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ブロモ－２－（４－ブロ
モスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－２－（４－ヨードスチリル）ベンゼン、（
Ｅ）－１－ヨード－２－（４－シアノスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－メトキシ－３－
（４－メトキシスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－フルオロ－３－（４－フルオロスチリ
ル）ベンゼン、（Ｅ）－１－クロロ－３－（４－クロロスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１
－ブロモ－３－（４－ブロモスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－３－（４－ヨー
ドスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－３－（４－シアノスチリル）ベンゼン、（
Ｅ）－１－メトキシ－２－（３－メトキシスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－フルオロ－
２－（３－フルオロスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－クロロ－２－（３－クロロスチリ
ル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ブロモ－２－（３－ブロモスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１
－ヨード－２－（３－ヨードスチリル）ベンゼン、（Ｅ）－１－ヨード－２－（３－シア
ノスチリル）ベンゼン又はこれらの組合せがある。
【００３２】
　他の実施形態では、反応体は、最近発見されかつ２００９年８月３１日出願の「Optica
l Data Storage Media and Methods of Using the Same」と題する米国特許出願第１２／
５５０５２１号（本明細書の教示と完全に矛盾しない限り、その開示内容はあらゆる目的
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ナメート材料、シンナメート誘導体及びシンナムアミド誘導体の１種以上を含んでいても
よい。若干の実施形態では、［２＋２］間接光二量体化及び間接光重合を受けることがで
きるシンナメート材料が使用できる。これは、４０５ｎｍにおけるその透明度（無視でき
るＵＶ吸収）が、シンナメートの線形漂白を最小限に抑え、励起された増感剤からの三重
項－三重項エネルギー移動のみを容易にするからである。若干の実施形態では、シンナメ
ート材料はポリビニルシンナメート（ＰＶＣｍ）を含むことができ、ポリビニル主鎖のシ
ンナメート含有量はポリビニルシンナメートの総重量を基準にして約５４～約７５ｗｔ％
の範囲内にある。
【００３３】
　ポリビニルシンナメート及びシンナムアミド類似体の例には、特に限定されないが、ポ
リビニルシンナメート（ＰＶＣｍ）、ポリビニル４－クロロシンナメート（ＰＶＣｌＣｍ
）、ポリビニル４－メトキシシンナメート（ＰＶＭｅＯＣｍ）、（２Ｅ，２’Ｅ）－（（
１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２－ジイル）ビス（３－フェニルアクリレート）、
（２Ｅ，２’Ｅ）－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２－ジイル）ビス（４－ク
ロロフェニルアクリレート）、（２Ｅ，２’Ｅ）－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－
１，２－ジイル）ビス（４－メトキシフェニルアクリレート）、（２Ｅ，２’Ｅ）－Ｎ，
Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２－ジイル）ビス（３－フェニルアクリ
ルアミド）、（２Ｅ，２’Ｅ）－Ｎ，Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２
－ジイル）ビス（３－（４－クロロフェニル）アクリルアミド）及び（２Ｅ，２’Ｅ）－
Ｎ，Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２－ジアリール）ビス（３－（４－
メトキシフェニル）アクリルアミド）がある。これらを以下に示す。
【００３４】
【化１】

式中、Ｒ＝Ｈ又はシンナメートであり、
Ｘ＝Ｈ（ポリビニルシンナメート（ＰＶＣｍ））、ＯＭｅ（ポリビニル４－メトキシシン
ナメート（ＰＶＭｅＯＣｍ））又はＣｌ（ポリビニル４－クロロシンナメート（ＰＶＣｌ
Ｃｍ））である。
【００３５】
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【化２】

式中、Ｘ＝（パラ）－Ｈ：（２Ｅ，２’Ｅ）－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，
２－ジイル）ビス（３－フェニルアクリレート）、又は
Ｘ＝（パラ）－Ｃｌ：（２Ｅ，２’Ｅ）－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２－
ジイル）ビス（３－（４－クロロフェニル）アクリレート）、又は
Ｘ＝（パラ）－ＭｅＯ：（２Ｅ，２’Ｅ）－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン－１，２
－ジイル）ビス（３－（４－メトキシフェニル）アクリレート）である。
【００３６】
【化３】

式中、Ｘ＝（パラ）－Ｈ：（２Ｅ，２’Ｅ）－Ｎ，Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキ
サン－１，２－ジイル）ビス（３－フェニルアクリルアミド）、又は
Ｘ＝（パラ）－Ｃｌ：（２Ｅ，２’Ｅ）－Ｎ，Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサン
－１，２－ジイル）ビス（３－（４－クロロフェニル）アクリルアミド）、又は
Ｘ＝（パラ）－ＭｅＯ：（２Ｅ，２’Ｅ）－Ｎ，Ｎ’－（（１Ｓ，２Ｓ）－シクロヘキサ
ン－１，２－ジイル）ビス（３－（４－メトキシフェニル）アクリルアミド）である。
【００３７】
　効率的な三重項エネルギー移動を促進するため、反応体は比較的高い濃度で存在するの
がよい。例えば、反応体は組成物の総重量を基準にして約２～約８０重量％の量で組成物
に存在し得る。
【００３８】
　任意には、組成物はさらに、増感剤から反応体への上位三重項エネルギー移動を助ける
ための媒介物を含むことができる。媒介物の三重項状態（Ｔ1m）は、（ａ）増感剤の三重
項状態（Ｔn；ｎ＞１）より低いが増感剤のＴ1より高く、かつ（ｂ）反応体の三重項状態
（Ｔ1r）より高いことが望ましく、理想的には約５０～９０ｋｃａｌ／ｍｏｌの範囲内に
ある。
【００３９】
　好適な媒介物の例には、特に限定されないが、アセトフェノン（Ｔ1≒７８ｋｃａｌ／
ｍｏｌ）、ジメチルフタレート（Ｔ1≒７３ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、プロピオフェノン（Ｔ1

≒７２．８ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、イソブチロフェノン（Ｔ1≒７１．９ｋｃａｌ／ｍｏｌ
）、シクロプロピルフェニルケトン（Ｔ1≒７１．７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、デオキシベン
ゾイン（Ｔ1≒７１．７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、カルバゾール（Ｔ1≒６９．７６ｋｃａｌ／
ｍｏｌ）、ジフェニレンオキシド（Ｔ1≒６９．７６ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、ジベンゾチオ
フェン（Ｔ1≒６９．５ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、２－ジベンゾイルベンゼン（Ｔ1≒６８．５
７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、ベンゾフェノン（Ｔ1≒６８ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、ポリビニルベ
ンゾフェノン（Ｔ1≒６８ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、１，４－ジアセチルベンゼン（Ｔ1≒６７
．３８ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、９Ｈ－フルオレン（Ｔ1≒６７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、トリア
セチルベンゼン（Ｔ1≒６５．７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、チオキサントン（Ｔ1≒６５．２ｋ
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ｃａｌ／ｍｏｌ）、ビフェニル（Ｔ1≒６５ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、フェナントレン（Ｔ1≒
６２ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、フェナントレン（Ｔ1≒６１．９ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、フラボ
ン（Ｔ1≒６１．９ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、１－ナフトニトリル（Ｔ1≒５７．２ｋｃａｌ／
ｍｏｌ）、ポリ（β－ナフトイルスチレン）（Ｔ1≒５５．７ｋｃａｌ／ｍｏｌ）、フル
オレノン（Ｔ1≒５５ｋｃａｌ／ｍｏｌ）及びこれらの組合せがある。
【００４０】
　使用する場合、媒介物の使用量は、自己消光（即ち、媒介物の２つの三重項が出会って
媒介物の一重項状態及び基底状態を生み出すこと）を引き起こすほどに多くすべきでない
。媒介物の好適量は個々の増感剤にも依存し得る。かかる考慮事項を念頭に置けば、媒介
物の有用な濃度は組成物の総重量を基準にして約１～約２０重量％の範囲内であり得る。
【００４１】
　提供される組成物は、その性質が利益をもたらし得る任意の用途で使用できる。これら
の例には、特に限定されないが、光導波路、屈折率分布型レンズ、光データ記憶媒体（例
えば、光記憶ディスク）及びデジタルホログラフィックイメージングがある。
【００４２】
　光導波路は光集積回路の構成部分として使用され、様々な方法で作製できる。１つの方
法は、レーザーを用いて感光性材料をパターン化し、ある屈折率材料の「コア」を異なる
屈折率の「クラッディング」材料で包囲することで、光を案内するために役立つ構造を形
成するものである。一般に、これらの感光性材料は線形応答を示し、パターニングレーザ
ーの波長及び屈折率変化を受ける材料の吸収波長は共に導波路を実際に進行する光の波長
から十分に離れた波長であることが必要とされる。これが必要である理由は、導波される
ビームがコア内を進行する光と同一又はほぼ同一であれば、それはクラッディング材料を
漂白して導波路を広げ始め、それを劣化させて使用不可能にするからである。しかし、こ
れらの材料を使用すれば、媒体はパターニングに際してビームの最高強度領域でのみ変化
し、閾値効果と相まって、コア領域とクラッディング領域との間に鮮明なコントラストを
生み出すことができる。また、低い強度を有する類似波長の光はコアに沿って進行でき、
クラッディング材料を劣化させない。かくして、本明細書に記載される組成物を組み込む
ことで光導波路を改良できる。
【００４３】
　屈折率分布型（ＧＲＩＮ）レンズもまた、本明細書に記載される組成物から形成できる
。ＧＲＩＮレンズは、その材料の屈折率が媒体の空間座標の関数として連続的に変化する
レンズである。本発明の組成物を使用すれば、高パワーで動作するレーザーを用いたパタ
ーニングによって組成物をＧＲＩＮレンズに転化することができる。別法として、一定の
組成を有するブランクレンズを同様にしてＧＲＩＮレンズに改変できる。利点は、漂白に
よりＧＲＩＮを消去してレンズを破壊する恐れなしに様々な波長の低パワー光ビームと共
にレンズを使用できることである。
【００４４】
　デジタルホログラフィックイメージングは、特殊な眼鏡の助けなしでの視覚化（裸眼立
体視化）のために有用な３Ｄ画像を生み出す方法である。これらは、様々な角度から見る
ことができる超高層ビルが建つ都市のような行政用途及び商業用途の対話型３Ｄディスプ
レイを製造するのに有用である。この場合にも、閾値特性を有する記載の組成物を使用す
れば、周囲光での漂白の問題なしに適切なパターニングが可能となる。
【００４５】
　本明細書にはまた、非線形増感剤、反応体及び任意の媒介物に加えて、さらにポリマー
マトリックスを含む光データ記憶媒体も提供される。かかる光データ記憶媒体は、化学線
に対して非線形応答を示すことができる。即ち、閾値より低い入射レーザー光に対しては
屈折率の実質的な変化を示さず、閾値より高ければ屈折率の顕著な変化を示す。一実施形
態では、かかる媒体への記録は閾値を超えるパワー（又は強度）を有する光を用いて可能
である。しかし、記録されたデータは閾値より低い強度を有する光を用いて繰り返しかつ
実質的に非破壊的に読み出すことができる。本発明の光データ記憶媒体に記録されたマイ
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クロホログラムは、それを記録するために使用されるビームよりサイズが小さいと予想さ
れる。最後に、かかる媒体は約３８０～約４５０ｎｍ（例えば、約４０５ｎｍ）の化学線
を吸収して反応体への上位三重項－三重項エネルギー移動を引き起こすことができる増感
剤を含む結果、現行の常用記憶フォーマット（例えば、ブルーレイ）との適合性を有しな
がら媒体の記憶容量が最適化される。
【００４６】
　光データ記憶媒体は、ポリマーマトリックス中に分散した非線形増感剤及び反応体を含
んでいる。非線形増感剤は、入射化学線を（例えば、１以上の光子の形態で）吸収し、次
いでエネルギーを反応体分子に移動して反応体から生成物への分子転位を誘起することが
でき、ひいては生成物が媒体の屈折率の変調を引き起こす。この変調は、入射化学線から
の強度及び位相情報をホログラムとして記録する。線形増感剤ではなく非線形（例えば「
閾値型」）増感剤を使用することの利点は、図４、図５及び図６を参照することで一層よ
く理解できよう。
【００４７】
　さらに詳しくは、図２は入射化学線に対する線形感光性材料の応答を示すのに対し、図
３は入射化学線に対する閾値型材料の応答を示している。図２に示されるように、線形感
光性材料は記録光のいかなるパワー密度（強度）でも反応を引き起こし、達成される屈折
率変化（Δｎ）の量は材料が受け取る放射エネルギー（フルエンス）が同じであれば同一
である。それとは対照的に、閾値型材料は記録光の一定の光強度以上でのみ反応を引き起
こす。
【００４８】
　その結果として、図４に示すように、線形感光性材料を含む光データ記憶媒体１４０で
は、区画１４２として示されるような（例えば、レーザー１４６から供給される）化学線
が通過する実質的にすべての非アドレス指定体積でダイナミックレンジの消費が起こる。
それとは対照的に、光データ記憶媒体１４０が閾値型材料を用いて形成された場合には、
非アドレス指定体積でのダイナミックレンジの消費は低減又は排除され、消費は実質的に
標的体積（即ち、化学線の焦点１４４に位置する体積）でしか起こらない。かくして、本
発明の光データ記憶媒体に閾値型材料を使用することは、以前に記録されたデータ又は以
後の記録のために利用し得る空所（vacant space）の隣接層を破壊することなく、媒体の
内部に埋め込まれたビット単位データ層への記録を容易にする。また、細く集束されたレ
ーザービームの光強度は焦点スポットの深さを通して劇的に変化し、通常は（横断面が最
も狭くなった）ビームウェストの位置で最大となるので、媒体の閾値応答は材料の転化を
ビームウェストの直近のみに制限する。これは各層のマイクロホログラムのサイズの縮小
をもたらして、本発明の媒体の層データ記憶容量の増加を容易にすることができる結果、
媒体の総合データ記憶容量も増加させることができる。閾値型材料を用いて形成されたデ
ータ記憶媒体はまた、周囲光で実質的に安定であり得る結果、かかる周囲光への暴露が媒
体に実質的な劣化又は損害をもたらさすことはない。
【００４９】
　上述の通り、本発明の組成物及び光データ記憶媒体に使用される非線形増感剤は、非常
に短い寿命（ナノ秒乃至数マイクロ（μ）秒）を有する上位三重項状態（Ｔn、ただしｎ
＞１）から反応体にエネルギーを移動することができる。Ｔn状態からエネルギーを移動
する能力は、本明細書に提供される光データ記憶媒体に非線形の閾値特性を付与する。即
ち、Ｔn励起状態の吸収は、増感剤が高強度光（例えば、周囲光より２桁以上高い強度を
有する光）で励起された場合にのみ感知でき、低エネルギー放射に暴露された場合には無
視できるほどに小さい。これにより、非線形増感剤を含む本発明の光データ記憶媒体は低
強度放射（例えば、読出し光又は周囲光）に対しては実質的に透明かつ不活性に保たれ、
焦点又はその近傍における高エネルギー記録光に応答してその性質（吸光度、したがって
屈折率）を変化させるだけである。その結果として、本発明の光データ記憶媒体はマイク
ロホログラフィックデータのビット単位記録のために所望され及び／又はそのために必要
な閾値挙動を示す。
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【００５０】
　上述したことを念頭に置いて図１に戻れば、逆可飽和吸収を示す増感剤に関する上位三
重項Ｔn励起状態の吸収及び結果として生じるエネルギー移動を示す模式的エネルギー準
位図が示されている。エネルギー準位図１００に示されるように、矢印１０２は光子が一
重項基底状態Ｓ0から第１の励起状態Ｓ1に遷移する際における光子の基底状態吸収断面積
を表している。矢印１０４で表される系間交差率は、増感剤１２０が励起一重項状態Ｓ1

から対応する三重項状態Ｔ1に移動する場合に起こるエネルギーの移動を意味している。
矢印１０６は、励起三重項状態の吸収断面積を表している。続く線形吸収によって上位レ
ベルの三重項状態Ｔnが達成された後には、２つの上位励起崩壊プロセスが可能である。
図１に矢印１０８で示される１つの可能な崩壊プロセスは、下方に位置するＴ1状態への
内部変換（ＩＣ）による非放射緩和である。別の可能な崩壊プロセスは図１に矢印１１０
で示され、増感剤１２０からのエネルギー放出及び三重項－三重項エネルギー移動による
このエネルギーの反応体１２２への移動を含んでいる。次いで、反応体１２２は矢印１１
２で示される変化を受け、ホログラフィック回折格子を形成してそこにデータを記録する
。
【００５１】
　光データ記憶媒体に使用される非線形増感剤の量は、ホログラムを記録するために使用
する光の波長におけるそれの光学密度に依存し得る。増感剤の溶解度もまた１つの因子で
あり得る。一般的に述べると、増感剤は光データ記憶媒体の総重量を基準にして約０．０
０２～約５重量％の量で使用できる。
【００５２】
　若干の実施形態では、光データ記憶媒体は高いデータ密度でマイクロホログラムを記録
するのに適した屈折率変化（Δｎ）（例えば、約０．００５以上又は約０．０５以上、或
いはそれ以上の屈折率変化）を示すと予想される。本発明の光データ記憶媒体によって達
成できる屈折率変化／回折効率によれば、本媒体はシングルＣＤ又はシングルＤＶＤと同
等なサイズのディスク上に約１ＴＢの情報を記憶できる場合がある。
【００５３】
　また、本明細書に開示される反応体の使用は、通常の反応体に比べて複屈折の顕著な減
少をもたらす。最後に、記載される光記録媒体は、捕獲したホログラフィックパターンの
にじみを生じることがある熱発生及び近隣位置への信号漏れを低減又は最小化しながら高
分解能マイクロホログラムを迅速に生み出す能力をもたらす。
【００５４】
　ある種の実施形態では、ポリマーマトリックスに光学的性質の大きい変化を生み出すと
共に、効率的な三重項エネルギー移動を促進するため、反応体は比較的高い濃度で存在し
得る。例えば、反応体は光データ記憶媒体の総重量を基準にして約２～約８０ｗｔ％の量
で光データ記憶媒体に存在し得る。
【００５５】
　かかる反応体は、ポリマー主鎖上に誘導体化した場合、光データ記憶媒体に通常の反応
体より高い添加量を与える可能性を有し得る。即ち、ポリマー主鎖上に誘導体化した場合
における通常の反応体の添加量は約３０ｗｔ％以下に限定されることがあるのに対し、本
明細書に記載される新規反応体ははるかに高い添加量（即ち、光データ記憶媒体の総重量
を基準にして約９０ｗｔ％までにも達する添加量）でポリマー主鎖上に添加することがで
きる。
【００５６】
　反応体は光データ記憶媒体のポリマーマトリックスに共有結合させるか、或いは他の方
法でポリマーマトリックスに結合させることができる。例えば、シンナメートで官能化さ
れたポリマーをポリマーマトリックスとして使用でき、例えばポリビニルシンナメートが
商業的に容易に入手できる。この場合、光データ記憶媒体は高い添加量（例えば、光デー
タ記憶媒体の総重量を基準にして約９０％までの添加量）の反応体を含んでいてもよい。
【００５７】
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　さらに、使用する場合、任意所望の媒介物をポリマーマトリックスに共有結合させるか
、或いは他の方法でポリマーマトリックスに結合させることができる。このようにして媒
介物をポリマーマトリックスに組み込めば、一層高い濃度の媒介物を使用することができ
、ひいてはデータ記憶媒体の記録効率を高めることができる。
【００５８】
　所望の増感剤及び反応体並びに任意の光安定剤及び媒介物は、ポリマーマトリックス中
に実質的に一様に分散させるか、或いは光データ記憶媒体におけるビット単位のデータ記
録が容易になるような任意の方法で分散させることができる。ポリマーマトリックスは、
線状、枝分れ若しくは架橋ポリマー又はコポリマー或いは他の適当な媒体であり得る。増
感剤及び反応体を実質的に一様に分散させることができる限り、任意のポリマーが使用で
きる。さらに、使用するポリマーは上位三重項エネルギー移動プロセスを実質的に妨害し
ないのが通例である。ポリマーマトリックスは、光学的に透明であるか、或いは少なくと
も光データ記憶媒体の記録及び読出しのために想定される波長で高い透明度を有するポリ
マーとして提供され得る。
【００５９】
　ポリマーマトリックスで使用するのに適したポリマーの特定の例には、特に限定されな
いが、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）のようなポリ（アルキルメタクリレー
ト）、ポリビニルアルコール、ポリ（アルキルアクリレート）、ポリスチレン、ポリカー
ボネート、ポリアクリレート、ポリ（塩化ビニリデン）、ポリ（酢酸ビニル）などがある
。
【００６０】
　ポリマーマトリックスはまた、ジブチルフタレート、ジブチルセバケート又はジ（２－
エチルヘキシル）アジペートのような可塑剤を含むことができる。可塑剤は、分子運動を
容易にすることで記録効率を高めることができる。典型的な可塑剤レベルは、記憶媒体の
総重量を基準にして約１～約２０重量％又は約２～約１０重量％の範囲内にあり得る。
【００６１】
　上述した論議を念頭に置きながら、ポリビニルシンナメートでのシンナメート光二量化
用エネルギー移動剤としてのフェノキシサブフタロシアニン（サブＰＣ）の使用を実施形
態の一例として本明細書に記載する。ある種の実施形態では、ポリマー（又は他の適当な
）基体（例えば、ＰＶＣマトリックス）にドープされたサブフタロシアニン（又は他の適
当なエネルギー移動剤）はポリマー基体中で凝集し、不均質性（例えば、自己凝集など）
をもたらす傾向がある。例えば、ドープトサブＰＣがポリビニルシンナメート中で凝集す
る傾向は、かかるマトリックスにおけるそれの低い溶解度に原因することがある。かかる
不均質性は、例えば自己消光によってエネルギー移動の効率を損なうことがある。例えば
、ＲＳＡ色素ドープト材料で≧１％の回折効率（ＤＥ）を達成するためには、高い記録フ
ルエンス（例えば、＞３４０Ｊ／ｃｍ2）が使用されることがある。さらに、ドーピング
アプローチは、マトリックスに対するエネルギー移動剤（例えば、色素）の添加量レベル
（＜３ｗｔ％）によって制限されることがある。
【００６２】
　この傾向を念頭に置けば、本発明で想定されるアプローチの１つは、基体を形成する材
料上に直接に付加又は誘導体化することで、色素凝集を防止すると共に、基体での色素材
料及び屈折率変化材料の概して均質な分布を与えることができるフェノキシサブＰＣを設
計及び／又は合成することである。本明細書に論議される通り、かかる付加色素を用いる
アプローチは、ポリマーマトリックスに対する添加量レベルを（例えば、３ｗｔ％、４ｗ
ｔ％、５ｗｔ％、６ｗｔ％、７ｗｔ％又は１０ｗｔ％まで）増加させ、マイクロホログラ
ム記録のために十分な感度を得ることができる。例えば、付加色素を用いる一実施形態で
は、一層低い記録フルエンス（例えば、＜３４０Ｊ／ｃｍ2、＜３００Ｊ／ｃｍ2、＜２５
０Ｊ／ｃｍ2、＜２０００Ｊ／ｃｍ2、＜１５０Ｊ／ｃｍ2、＜１００Ｊ／ｃｍ2及び＜７０
Ｊ／ｃｍ2のフルエンス）を用いて≧１％のＤＥを得ることができる。
【００６３】
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　例えば、図５及び図６について述べると、ドープされた色素材料（線１５４及び１５６
）に比べ、ポリマー主鎖に付加された色素材料（線１５０及び１５２）を用いて得ること
ができる回折効率（図５）及び感度（図６）の差を示すグラフが提供される。図５に示す
通り、レーザー強度の全測定範囲にわたって高い回折効率が得られている。同様に、図６
に示す通り、レーザー強度の全測定範囲にわたって高い感度が得られている。
【００６４】
　ＰＶＣマトリックス実施形態に関しては、屈折率変化材料（即ち、反応体）及び色素組
成物をポリマー主鎖に付加又は誘導体化するため（即ち、化学結合させるため）に各種の
アプローチを使用できる。例えば、かかる分子（例えば、色素材料）をポリマー主鎖に付
加又は誘導体化することは、色素分子と主鎖分子との間に共有結合、イオン結合又は他の
化学結合を形成することで達成できる。上述の通り、かかる実施形態は、閾値型色素材料
をポリマーマトリックスに別途にドープすることで、反応体（即ち、屈折率変化材料）か
ら生成物への２＋２光二量化を誘起して吸収及び屈折率の局部的変化を引き起こす他のア
プローチとは対照的であり得る。
【００６５】
　一実施形態では、シンナメート部分の組込みに先立ち、ポリビニルアルコール主鎖の直
接官能化を使用することができる。かかる実施形態では、ある種の色素が酸性及び塩基性
条件の存在下では低い熱安定性及び低い加水分解安全性を有するので、色素の選択に配慮
するのがよい。シンナメートの形成後に色素を組み込むことも可能である。しかし、基線
樹脂色（４０５ｎｍでの低い吸光度）はこの樹脂に関して有益な特性であり、追加の化学
的性質が追加の色を生じることがある。したがって、その代わりとして、実際のポリビニ
ルシンナメート製造との適合性を有する色素結合方法を実施することが有益であろう。
【００６６】
　例えば、次に図７について述べると、一実施形態でのポリビニルシンナメート製造は、
まず通例は８８～１００％加水分解されたポリビニルアルコール（Ｉ）を高温のｎ－メチ
ルピロリジノン（ＮＭＰ）に溶解することを含んでいる。５０℃でＮＭＰ溶液に塩化シン
ナモイル（ＩＩ）を添加することで、ＰＶＡをシンナメートで官能化した。酸塩化物は、
固体として少量ずつ４時間かけて反応混合物に添加した。得られたＰＶＣは、メタノール
中に沈殿させることで単離した。通例、シンナメート官能化は７５モル％を超えていた。
【００６７】
　次に図８について述べると、酸塩化物に容易に転化できる酸付加基を有するサブＰＣ色
素を合成すれば、主鎖に組み込まれた色素を有するＰＶＣの効率的な収束的合成法が得ら
れるであろうという仮説を立てた。フェノキシサブＰＣ（ＩＩＩ）を製造するための１つ
の方法は、還流トルエン中でフェノールをサブＰＣ塩化物と反応させることである。した
がって、フェノールを酸部分と反応させることは、所望の酸への直接経路を与え得る。
【００６８】
　図９について述べると、酸置換フェノキシサブＰＣを製造するためのさらに他の実施形
態では、まずサブＰＣ塩化物を置換ジヒドロキシベンゼンと反応させた。図示の通り、サ
ブＰＣ塩化物と対称ジヒドロキシベンゼン（例えば、５－ヨードレソルシノール）との反
応は、好適なフェノキシ化合物（ＶＩ）を生じた。非対称ジヒドロキシベンゼン（例えば
、６－ブロモレソルシノール（ＶＩＩ））は高い転化率で領域異性体の混合物を与えた。
この反応は、約７：３の比率で、２－ブロモ異性体（ＩＸ）に比べて４－ブロモ異性体（
ＶＩＩＩ）に有利であった。これらの異性体は、シリカゲルクロマトグラフィーによって
容易に分離された。図１０について述べると、これらの分子のフェノール性ＯＨを用いる
ことで、無水グルタル酸の開環反応によって脂肪族カルボン酸が連結された。所望の酸へ
の本質的に定量的な転化が実現されて化合物Ｘ、ＸＩ及びＸＩＩが得られた。塩化メチレ
ン溶液中においてジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）で触媒される塩化オキサリルを用いる
ことで、酸Ｘ、ＸＩ及びＸＩＩは対応する酸塩化物に転化された（図１１）。
【００６９】
　付加色素を有するＰＶＣ樹脂は、標準的なＰＶＣ合成法の軽微な変法を用いて製造した
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。ＰＶＣ合成法のかかる一実施形態では、酸塩化物（塩化シンナモイル）を固体として少
量ずつ４時間かけてＰＶＡの５０℃ＮＭＰ溶液に添加した。色素をＰＶＣ主鎖に付加する
反応の実施形態では、約５０％の塩化シンナモイルを添加した時点で、色素の酸塩化物誘
導体（例えば、図１１のＸＩＩＩ）を固体として添加した。小規模反応に関しては、ＰＶ
Ａの官能化度を向上させるため、色素の酸塩化物を塩化メチレン溶液として添加した。塩
化メチレン－色素溶液の添加は、部分シンナモイル化ＰＶＡの沈殿をもたらし、時間が経
っても再溶解しなかった。したがって、ある種の実施形態では、反応混合物の溶解性を維
持するためにＰＶＡは少なくとも４０～５０％誘導体化される。また、ある種の実施形態
では、色素の酸塩化物は精製せずに使用できる。ニートなポリビニルシンナメートフィル
ムは４０５ｎｍで非常に低い吸光度（＜０．１ａｕ／ｍｍニートフィルム）を有している
。ドープト色素を含むフィルムは、通例、添加色素の濃度に応じて０．６ａｕ未満であっ
た。結合色素は、ドープト対応品に比べ、４０５ｎｍでわずかに低い吸光度を有する傾向
があった。
【００７０】
　本明細書に記載される光データ記憶媒体は自立形態を有し得る。別法として、データ記
憶媒体は適当な性質を有する任意の支持材上にコートすることもできる。かかる好適な材
料の例には、特に限定されないが、ポリメチル（メタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリカ
ーボネート、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（エチレンナフタレート）、ポリス
チレン及び酢酸セルロースがある。支持材が使用される実施形態では、ガラス、石英又は
シリコンのような適当な無機支持材を使用することもできる。
【００７１】
　かかる実施形態では、支持材への光データ記憶媒体の密着性を向上させるために支持材
の表面を処理することができる。例えば、光データ記憶媒体の適用に先立ち、支持材の表
面をコロナ放電によって処理することができる。別法として、記憶媒体の密着性を高める
ため、ハロゲン化フェノール又は部分加水分解塩化ビニル－酢酸ビニルコポリマーのよう
な下塗り塗料を支持材に適用することもできる。
【００７２】
　一般的に述べると、本明細書に記載される光データ記憶媒体は、所望の増感剤、反応体
、媒介物（所望される場合）及びポリマーマトリックスをブレンド又はその他の方法で混
合することで製造できる。これらの比率は広範囲にわたって変化することができ、ブレン
ディングの比率及び方法は当業者であれば容易に決定できる。例えば、増感剤は光データ
記憶媒体の総重量を基準にして約０．０１～約９０重量％の濃度で存在し得ると共に、付
加又はその他の方法でポリマーマトリックスに結合できる。反応体は、光データ記憶媒体
の総重量を基準にして約２～約８０重量％、さらには約９０重量％までの濃度で存在し得
る。
【実施例】
【００７３】
　実施例１～３　マイクロホログラム記録
　試料の調製
　マイクロホログラムを実証すると共に、マイクロホログラムを書き込んだ後の反射率を
記録するための薄膜試料を以下のようにして調製した。
【００７４】
　実施例１
　ホウ素サブフタロシアニン３－ヨード－５－グルタリルフェノキシド誘導体（Ｘ）／ポ
リビニルシンナメート（ＰＶＣｍ）。ジクロロエタン／塩化メチレン溶媒混合物（１５ｇ
、体積比２：８）を溶媒として、２ｗｔ％のサブフタロシアニン色素を含むＰＶＣｍ（０
．８７０ｇ）を溶解した。０．４５μｍフィルターを用いて溶液を濾過し、ガラスプレー
トセットアップ上に載せたガラスリム（直径５ｃｍ）上に注ぎ、約４５℃に５時間及び約
７５℃に一晩保ったホットプレート上で乾燥した。ホットプレート上での乾燥後、フィル
ムをガラスプレートから取り外し、７０℃で一晩真空乾燥した。後に、フィルムを真空オ
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ーブン内において７０℃で２日間乾燥した。
【００７５】
　実施例２
　ジクロロエタン／塩化メチレン溶媒混合物（１５ｇ、体積比２：８）を溶媒として、ポ
リビニルシンナメート（ＰＶＣｍ）主鎖（ＸＩＶ）に２ｗｔ％のホウ素サブフタロシアニ
ン３－ヨード－５－グルタリルフェノキシド誘導体（Ｘ）を付加したものを溶解した。０
．４５μｍフィルターを用いて溶液を濾過し、ガラスプレートセットアップ上に載せたガ
ラスリム（直径５ｃｍ）上に注ぎ、約４５℃に５時間及び約７５℃に一晩保ったホットプ
レート上で乾燥した。ホットプレート上での乾燥後、フィルムをガラスプレートから取り
外し、７０℃で一晩真空乾燥した。後に、フィルムを真空オーブン内において７０℃で２
日間乾燥した。
【００７６】
　実施例３
　マイクロホログラム記録
　４０５ｎｍの波長で動作する波長可変光パラメトリック発振器システムを、マイクロホ
ログラムの記録及び読出し用パルス光源として使用した。０．１６の開口数（ＮＡ）を有
する光学系を用いて光を媒体試料に集束した結果、記録体積の概略寸法は１．６×１．６
×１７μｍとなった。マイクロホログラム記録のために使用したパルスエネルギーは数十
乃至数百ナノジュールであって、これはかかる集束記録ビームの焦点スポットの位置で数
百ＭＷ／ｃｍ2乃至数ＧＷ／ｃｍ2の光強度値の達成を可能にした。マイクロホログラムか
ら反射された光の読出しは、記録パワーに対して約１００～１０００倍だけ減衰させた同
じビームを用いて行った。
【００７７】
　光データ記憶媒体へのマイクロホログラムの記録は、２つの高強度対向伝播型記録用パ
ルスビームを記録媒体の内部に集束しかつ重ね合わせて明領域及び暗領域（干渉縞）から
なる強度干渉縞パターンを生み出すことで行った。干渉パターンの照明領域は上述したよ
うな変化を受けて材料の局部的に変更された屈折率を生じる一方、暗領域は未変化のまま
に保たれ、かくして体積ホログラムが生み出される。本発明の閾値型光データ記憶媒体は
高強度光に対して感受性を有するが、低強度放射に対しては比較的不活性である。記録用
ビームのパワーは、ビームの焦点領域付近の光強度が記録閾値（変化が容易に起こるよう
になる値）を上回る一方、ビームの焦点スポットから離れた記録可能領域の外側では低く
保たれ、かくして意図されない媒体の変更（記録又は消去）が排除されるように調整され
た。
【００７８】
　マイクロホログラム記録時には、一次記録ビームは半波長板（λ／２）及び第１の偏光
ビームスプリッターを用いて信号ビーム及び参照ビームに分割された。２つの二次ビーム
は対向伝播構成で試料に向けて導かれ、０．４までの開口数（ＮＡ）を有する同一の非球
面レンズによって光データ記憶媒体の内部で重なり合うように集束された。ビームが干渉
して高コントラストの干渉縞パターンを生み出すことを保証するため、両ビームの偏光は
２つの四分の一波長板（λ／４）を用いて円偏光に変換した。試料及び信号ビームレンズ
は、２５ｎｍの分解能を有する閉ループ式の三軸位置決めステージ上に取り付けた。試料
の参照側の位置感受性検出器を用いて、媒体中で集束信号ビーム及び参照ビームの最適重
ね合わせ、したがって最適記録が達成されるように信号ビームの位置合わせを行った。
【００７９】
　記録及び／又は読出し時には、可変減衰器及び半波長板／ＰＢＳアセンブリを用いてパ
ワーレベルを制御した。これにより、光データ記憶媒体のマイクロホログラフィック記録
特性を記録パワー及び／又はエネルギーの関数として測定できる。このような関数依存性
は、記録ホログラムの強度が主として媒体によって受け取られる光エネルギーの総量で画
定されるが光強度には無関係である線形の光データ記憶媒体／記録と、記録効率が光の強
度に大きく依存する非線形の閾値型光データ記憶媒体／記録とを区別する。線形媒体では
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、少量の露光は低強度のホログラムを生じ、これが露光量の増加に伴って徐々に増強する
。それとは対照的に、非線形の閾値型媒体では、強度が閾値を超える場合にのみ記録が可
能である。
【００８０】
　読出し時には、信号ビームは遮断され、参照ビームはマイクロホログラムによって入射
方向と反対の方向に反射された。四分の一波長板及び第２の偏光ビームスプリッターを用
いて反射ビームを入射ビーム路からアウトカップリングし、共焦点構成で較正フォトダイ
オード上に集めて回折効率の絶対尺度を得た。読出し光学系に対して試料を並進させるこ
とで、マイクロホログラム回折応答の３Ｄプロファイルを求め、マイクロホログラムの寸
法を評価することが可能である。
【００８１】
　図１２は、本開示に従って製造された光データ記憶媒体に関し、読出しビームに対する
一連のマイクロホログラムの実験的に測定された反射率を試料の横方向位置に対して示し
ている。ピークは、参照ビームがアレイの１つのマイクロホログラムの中心に配置された
場合に試料の位置で生じる。図１３は、本開示に従って製造された光データ記憶媒体にお
いて、フルエンスは同じだが強度は異なる条件下で記録されたマイクロホログラムの反射
率の依存性を示しており、材料の閾値型機能性を実証している。即ち、材料の記録感度は
強度が閾値（約１００～２００ＭＷ／ｃｍ2）を超えた場合に劇的に増加する一方、閾値
未満の強度では記録ホログラムの反射率は本質的にゼロ（系の検出限界内）である。
【００８２】
　これらの実施形態における回折効率は、記録フルエンスに応じて約０．０３～約０．２
６％であると予想される。実施例５は７．７４％の測定回折効率を有していたのに対し、
実施例５は１．５５％の測定回折効率を有していた。
【００８３】
　実施例４　結合サブＰＣ色素を有するポリビニルシンナメートの合成（ＸＩＶ）
　図１４について述べると、ポリビニルアルコール（１．５０ｇ、３１．３ｍｍｏｌ、Ａ
ｌｄｒｉｃｈ社、８８％加水分解）を８０℃で２５ｍＬのＮＭＰに溶解したが、完全な溶
解には約２時間を要した。この溶液を５０℃に冷却し、塩化シンナモイル（１２．０ｇ、
７２．２ｍｍｏｌ）を少量ずつ３～４時間かけて添加した。塩化シンナモイル添加のほぼ
中間点で、色素の酸塩化物を固体又は塩化メチレン溶液として添加した。塩化シンナモイ
ル添加の完了後、溶液を室温に放冷し、メタノール中で沈殿させた。得られた固体を塩化
メチレンに再溶解して濾過した。この溶液をメタノール中で再沈殿させ、濾過によって集
め、真空下において６０℃で１２時間乾燥した。組み込まれた色素のパーセントをＧＰＣ
によって決定し、色素の正味重量パーセントをＵＶ分光法によって決定した。
【００８４】
　実施例５　ホウ素サブフタロシアニンフェノキシドの一般的製造方法
　ホウ素サブフタロシアニン３－ヨード－５－ヒドロキシフェノキシド（ＶＩ）：磁気撹
拌棒及び凝縮器／窒素バイパスを備えた２５０ｍｌ丸底フラスコ内に、５０ｍｌのトルエ
ン中の１．２８ｇ（０．００３モル）のホウ素サブフタロシアニンクロリド及び２．８０
ｇ（０．０１１９モル）の４－ヨードレソルシノールの混合物を配置した。次いで、混合
物を冷却し、減圧下でトルエンを除去した。残留物に２００ｍｌの塩化メチレンを添加し
、約１５～３０分間撹拌した。残ったゴム状の固体を６００ｍＬの酢酸エチルに再溶解し
、濾過して若干の不溶物を除去した。次いで濾液を水（各１００ｍｌ）で３回洗浄し、無
水マグネシウム上で乾燥した。濾過した溶液に１５ｇのシリカゲルを添加し、溶媒を減圧
下で蒸発させて乾燥した。粗生成物／シリカゲルをロードカラム上にロードし、粗生成物
をＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ（Ｉｓｃｏ，Ｉｎｃ．製）上での分取ＬＣ
によって精製した。使用したカラムは、１２０ｇｍ　ＲｅｄｉＳｅｐ　Ｓｉｌｉｃａ　Ｇ
ｅｌ順相使い捨てカラム（Ｔｅｌｅｄｙｎｅ　Ｉｓｃｏ，Ｉｎｃ．製）であった。ランレ
ングス：８５ｍｌ／分の流量で３５分。溶離溶媒としてクロロホルム／ＥｔＯＡｃを使用
し、１００％ＣＨＣｌ3を３３分間、以後は終了までに８５％に達するＥｔＯＡｃ勾配と
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した。生成物のＲＴは２５分であった。純粋な画分を合わせて濃縮した。収量：１．１３
ｇ（５９．８％）。1ＨＮＭＲ：４．７２ｐｐｍ（ｔ，１Ｈ）、５．１０ｐｐｍ（ｔ，１
Ｈ）、６．３９ｐｐｍ（ｔ，１Ｈ）、８．０１ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、８．８５ｐｐｍ（ｍ
，６Ｈ）、９．４２ｐｐｍ（ｓ，１Ｈ）。
【００８５】
　ホウ素サブフタロシアニン３－ヒドロキシ－２（４）－ブロモフェノキシド（ＶＩＩＩ
）：２４時間撹拌した点を除き、上記と同じ手順を使用した。生成物は、２－ブロモ異性
体及び４－ブロモ異性体の７０：３０混合物である。分取ＬＣを用いて粗混合物を精製し
、異性体を分離した。それはＣｏｍｂｉＦｌａｓｈ　Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ（Ｉｓｃｏ，Ｉ
ｎｃ．製）上で実施した。使用したカラムは、１２０ｇｍ　ＲｅｄｉＳｅｐ　Ｓｉｌｉｃ
ａ　Ｇｅｌ順相使い捨てカラム（Ｔｅｌｅｄｙｎｅ　Ｉｓｃｏ，Ｉｎｃ．製）であった。
ランレングス：８５ｍｌ／分の流量で２８分。溶離溶媒としてクロロホルム／ＥｔＯＡｃ
を使用し、１００％ＣＨＣｌ3を１３分間、以後は操作終了までに１０％に達するＥｔＯ
Ａｃ勾配とした。生成物のＲＴは２５分であった。ホウ素サブフタロシアニン３－ヒドロ
キシ－４－ブロモフェノキシド（主異性体、ＲＴ＝１４分）。収率：３４．２％。1ＨＮ
ＭＲ：４．９０ｐｐｍ（ｄｄ，１Ｈ）、５．１６ｐｐｍ（ｓ，１Ｈ）、５．１７ｐｐｍ（
ｄ，１Ｈ）、６．８１ｐｐｍ（ｄ，１Ｈ）、７．９３ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、８．８７（ｍ
，６Ｈ）。
【００８６】
　ホウ素サブフタロシアニン３－ヒドロキシ－２－ブロモフェノキシド（副異性体、ＲＴ
＝２４分）。収率：１６．４％。1ＨＮＭＲ：４．７２ｐｐｍ（ｄ，１Ｈ）、６．０２ｐ
ｐｍ（ｄｄ，１Ｈ）、６．７５ｐｐｍ（ｄ，１Ｈ）、８．０３ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、８．
８５ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、９．３０ｐｐｍ（ｓ，１Ｈ）。
【００８７】
　実施例６　グルタル酸－ホウ素サブフタロシアニンフェノキシドの一般的製造方法
　ホウ素サブフタロシアニン３－ヨード－５－グルタリルフェノキシド誘導体（Ｘ）：磁
気撹拌棒を備えかつゴム隔膜で蓋をした１００ｍｌ丸底フラスコ内に、１．５６ｇ（０．
００２４７モル）のホウ素サブフタロシアニン３－ヨード－５－ヒドロキシフェノキシド
（ＶＩ）、１９．７ｇ（０．１７３モル）の無水グルタル酸、４０ｍｌのＤＭＦ及び７．
８２ｇ（０．０９８８モル）のピリジンの混合物を配置した。フラスコを８０℃に予熱し
た油浴中に２．５時間浸した。反応混合物を冷却し、１５０ｍｌの水中に注ぎ込み、約２
０分間撹拌した。水性混合物に２００ｍｌの塩化メチレンを添加して生成物を抽出した。
塩化メチレン溶液を１５０ｍｌの水（約１０×）で繰返し洗浄し、希ＨＣｌで１回洗浄し
、次いで再び水で洗浄してＤＭＦ及びピリジンを除去した。塩化メチレン溶液を無水硫酸
マグネシウムで乾燥し、減圧下で濃縮した。生成物をさらに真空オーブン内において室温
で一晩乾燥した。収量：１．６５ｇ（８９．８％）。1ＨＮＭＲ：２．１５ｐｐｍ（ｍ，
２Ｈ）、２．５８ｐｐｍ（ｔ，２Ｈ）、２．６４ｐｐｍ（ｔ，２Ｈ）、４．９４ｐｐｍ（
ｔ，１Ｈ）、５．８２ｐｐｍｔ，１Ｈ）、６．６８ｐｐｍ（ｔ，１Ｈ）、７．９４ｐｐｍ
（ｍ，６Ｈ），８．８８ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）。
【００８８】
　ＵＶ－Ｖｉｓ：ｅ＠４０５ｎｍ：６７．５、ｅ＠λmax：６８０００。
【００８９】
　ホウ素サブフタロシアニン２－ブロモ－５－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩＩ）
：上記と同じ手順を使用した。収率：７６．４％。1ＨＮＭＲ：２．１６ｐｐｍ（ｍ，２
Ｈ）、２．６０ｐｐｍ（ｔ，２Ｈ）、２．６５ｐｐｍ（ｔ，２Ｈ）、５．０５ｐｐｍ（ｄ
，１Ｈ）、６．２７ｐｐｍ（ｄｄ，１Ｈ），７．９４ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、８．８８ｐｐ
ｍ（ｍ，６Ｈ）。
【００９０】
　ホウ素サブフタロシアニン４－ブロモ－５－グルタリルフェノキシド誘導体（ＸＩ）：
反応混合物を室温で一晩撹拌した点を除き、上記と同じ手順を使用した。収率：８６％。
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1ＨＮＭＲ：２．１５ｐｐｍ（五重線，２Ｈ）、２．６１ｐｐｍ（四重線，４Ｈ）、５．
１３ｐｐｍ（ｄ，１Ｈ）、５．２６ｐｐｍ（ｄｄ，１Ｈ）、６．９３ｐｐｍ（ｄ，１Ｈ）
、７．９３ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）、８．８７ｐｐｍ（ｍ，６Ｈ）。ＮＭＲは９．９％の出発
原料も示した。
【００９１】
　ここに記載した説明は、実施例を使用することで、最良の実施形態を含めて本発明を開
示すると共に、任意のデバイス又はシステムの作製及び使用並びに任意の組み込まれた方
法の実行を含め、当業者が本発明を実施することを可能にする。本発明の特許可能な範囲
は特許請求の範囲によって定義され、当業者に想起される他の実施例を包含し得る。かか
る他の例は、特許請求の範囲の字義通りの表現と違わない構造要素を有する場合、或いは
特許請求の範囲の字義通りの表現とわずかな違いしかない同等な構造要素を含む場合、特
許請求の範囲内に含まれるものとする。本明細書には本発明の若干の特徴のみを例示し説
明したが、当業者には数多くの修正及び変更が想起されるであろう。個々の実施形態が論
議されているが、本発明はすべてのこれらの実施形態のあらゆる組合せを包含する。した
がって、添付特許請求の範囲は本発明の真の技術思想の範囲内に含まれるすべてのかかる
修正及び変更を包含することを理解すべきである。
【符号の説明】
【００９２】
１２０　非線形増感剤
１２２　反応体
１４０　光データ記憶媒体
１４２　区画
１４４　焦点
１４６　レーザー

【図１】
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